


昨今の都市行政の動きについて～安全なまちづくり～

【本県の取り組み】
浸水ハザードエリア等を考慮した集落内開発制度（都計法第34条11号）の見直しについて、関係市町（熊本市、合志市、
菊陽町、嘉島町、益城町）と検討をスタート。 ⇒ 令和4年4月の法改正施行に合わせた運用開始を目指す。
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昨今の都市行政の動きについて～魅力的なまちづくり～


